
 
＜クラブメンバーの追加登録、変更、削除方法＞ 
 
 
◆システム上の手続きが可能（登記は変更されません） ※手数料：無料 
 

 内容 必要提出書類 説明 申請方法 

① 代理人登録 代理人申請フォーム 予約作成等の口座アクセス権をお持ちになれます。 

登記メンバー様と同等の権限は付与されません。 

登記メンバー様よりクラブサービスへお問い合わせください。 

代理人申請フォームを作成致します。 

② 結婚、養子縁組等に 

よる姓の変更 

戸籍謄本等改姓事項が

証明される公的書類 

システム上の姓を変更致します。予約、各種郵送物は 

改正後のお名前で発行致します。 

クラブサービスへ改正後の姓をアルファベットでお知らせください。 

申請書類の送付先をご案内致します。 

➂ 死亡による名義削除 死亡診断書または 

除籍謄本 

システム上の名義を削除致します。 クラブサービスへご連絡ください。 

申請書類の送付先をご案内致します。 

④ 名義の登録順変更 登録順変更フォーム 筆頭～4番目までの登録メンバー様の名義の順番を 

変更することが可能です。 

クラブサービスへご連絡ください。 

登録順変更フォームを作成致します。 

⑤ 法人口座の社名 

（商号）の変更 

登記簿謄本 

 

システム上の社名を変更致します。 クラブサービスへご連絡ください。 

申請書類の送付先をご案内致します。 

⑥ 法人口座の代表者、 

メンバーの変更・追加 

登記簿謄本 

 

登記登録している法人の役員（代表者 1名＋メンバー 

2名＝計 3名）の方の変更・追加が可能です。 

クラブサービスへご連絡ください。 

申請書類の送付先をご案内致します。 

 

◆注意◆ 

【①代理人のアクセス権】 

可 不可 

HGV クラブリゾートのホームウィーク予約 

クラブ予約、オープンシーズン予約、予約のキャンセル 

ヒルトンのホテルブランドの予約 

ゲスト登録手続き 

オープンシーズン予約のチェックイン 

セーブドポイント繰り越し、ヒルトン・オナーズポイント交換、JAL

マイレージ交換（メンバー名義の JMB アカウントのみ有効） 

ヒルトン・オナーズ口座のアクセスおよび 

ヒルトン・オナーズポイントを使用する予約 

 

【➂死亡による名義削除】 

共同メンバーの死亡により、所有者が単独となった場合、将来的な権利の移転（相続、売却等）を視野に入れ、早期に名義追加・変更もご検討ください。 

※詳細は 2 ページ目の「単独名義所有」の項目をご確認ください。 

 



◆ 登記変更が必要なケース

内容 手続き 

① メンバーの追加 登記変更 

各州の不動産登記を扱える 

代行業者を紹介しております。 

お問い合わせください。 

② 法人名義から個人名義 

個人名義から法人名義 

登記変更 

➂ 無償の権利譲渡 登記変更 

④ 有償の権利譲渡 個人間での不動産売買 

⑤ 離婚等によるメンバーの削除 登記変更 

◆ヒルトン・オナーズ口座の名義に関して

ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブとヒルトン・オナーズ口座、それぞれ別に管理されています。

ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブの名義変更等を行った場合でもヒルトン・オナーズ口座の内容は変更されません。※別途手続きが必要になりますのでご注意ください。

◆離婚等による名義変更（メンバーの削除）を希望している場合

不動産登記の変更が必要です。登記上の名義人全員の同意がない限り手続きはできません。 

近年、離婚等の際に登記変更をしておらず期間が空いた後に、売却や名義変更が必要となった際、登記上の名義人同士の連絡が取れない為、 

手続き不能となるケースが増加しています。共同で購入契約された名義人同士の連絡が取れる状態で登記変更を行ってください。 

◆単独名義所有

所有者が死亡された場合、日本の相続手続きとは方法が異なり名義を引き継ぐことはできません。※州の Probate と呼ばれる検認裁判が必要です。 

Probate になった場合、費用、時間が大変多くかかります。現所有者の同意、サインを得られる状態で名義追加・変更もご検討ください。 

お問い合わせ： 

クラブサービス / メンバーサポートチーム japanmembersupport@hgvc.com  / FAX:03-6866-4901 / 0120-805-811 / 03-6866-4900

営業時間：月～土 午前 9 時～午後 6 時 

mailto:japanmembersupport@hgvc.com



